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 （開会） 

事 務 局：  本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。前任の西にかわりまして、まちづくり課長を拝命いたしまし

た奈良と申します。委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

 本年度第１回目の小平市都市計画審議会の開会に先立ちまして、

新たに任命されました委員さんが９名、うち任期満了に伴いまして

再任されました方が３名いらっしゃいますので、名簿に沿いまして

ご紹介いたします。 

 なお、新たに任命されました委員の方は、ご紹介の後、一言ご挨

拶をお願いいたします。 

（再任委員紹介） 

事 務 局：  それでは、まず再任されました委員からご紹介をいたします。 

 会長の宮﨑委員。 

委   員：  宮﨑です。よろしくお願いします。 

事 務 局：  続きまして、農業委員会会長の髙橋委員。 

委   員： 

事 務 局： 

委   員： 

事 務 局： 

 

 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、小平商工会会長の猪熊委員。 

 こんにちは。よろしくお願いします。 

 任期満了に伴いまして、再任された方でございます。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

（新任委員紹介） 

事 務 局： 

 

 次に、新たに就任されました委員をご紹介いたします。 

 小平警察署長の朝野委員がご退任されまして、後任に前川署長が

新たに就任されました。本日は、代理の方がご出席されております。

一言ご挨拶をお願いいたします。 

委   員： 

（代理） 

 小平市の警備課長の伊藤といいます。署長の前川は本日所用のた

め、代理出席となりました。よろしくお願いいたします。 

事 務 局： 

 

 ありがとうございました。 

 次に、国土交通大学校校長の小林委員がご転任されまして、ご後

任に音瀬校長が新たにご就任されましたが、１２月１０日付で新た

に栗島校長が就任されたと連絡を受けてございます。本日は、代理

の方がご出席されておりますので、一言ご挨拶をお願いいたします。 

委   員： 

（代理） 

 栗島の代理で参りました国土交通大学校の寺沢でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

事 務 局： 

 

 ありがとうございました。 

 次に、市議会より新たに４名の委員がご就任されました。名簿順

に虻川委員、一言ご挨拶をお願いいたします。 

委   員：  どうも皆様こんにちは。市議会公明党の虻川と申します。常任委
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員会は建設委員会に所属しておりますので、共通の内容を審査させ

ていただければというふうに思っております。よろしくお願い申し

上げます。 

事 務 局： 

 

 ありがとうございました。 

 続きまして、岩本委員、一言ご挨拶をお願いいたします。 

委   員：  生活者ネットワークの岩本博子です。平野から変わりまして、今

期は私が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

事 務 局： 

 

 ありがとうございました。 

 続きまして、小野委員、一言ご挨拶をお願いいたします。 

委   員：  会派は政和会に所属しております。小野こういちといいます。同

じく建設委員会の方に所属しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

事 務 局： 

 

 ありがとうございました。 

 常松委員も今回新任の委員ということでございますけれども、若

干お時間の方をおくれて参られるということでございますので、挨

拶の方は省略させていただきます。 

（市職員紹介） 

事 務 局： 

 

 続きまして、市の職員を紹介させていただきます。 

 都市開発部長事務取扱副市長の山下でございます。 

副 市 長：  副市長の山下でございます。よろしくお願いいたします。 

事 務 局：  まちづくり課長補佐の島田でございます。 

事 務 局：  島田でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 

事 務 局：  そのほか、事務局として職員の遠藤主事、原田主事の２名が同席

しております。よろしくお願いいたします。 

  本日の審議会でございますが、諮問案件が１件、報告事項が３件

ございます。 

 それでは、これより宮﨑会長に議事の進行をお願いしたいと思い

ます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 （開会の辞） 

会   長：  それでは、早速ですけれども、議事に入ります。 

 ただいまの出席委員数１３名、定足数に達しておりますので、こ

れより平成２５年度第１回目の小平市都市計画審議会を開会いたし

ます。 

 議事録署名人の指名を行います。名簿にあります順に千明委員、

小川委員を指名いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に傍聴人でございますが、本審議会の傍聴申し込みが１名あり

ます。傍聴人として決定いたしますので、報告をいたします。ただ

いまから入室を許可いたします。 
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（傍聴人入室） 

会   長：  それでは、審議に先立ちまして、小林市長よりご挨拶をいただき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 （市長挨拶） 

市   長：  皆さん、こんにちは。大変お忙しいところ、本審議会にご参集を

いただきまして、まことにありがとうございます。また、平素から

市政に関しましてご協力を賜り、重ねて御礼申し上げます。 

 本日ご審議をいただきますのは、「小平都市計画生産緑地地区の

変更」の案件でございます。また、報告事項といたしまして、「小

平市風致地区条例の策定について」、それから「小平都市計画道路

３・２・８号府中所沢線の現状について」、そして「小川駅前周辺

地区まちづくりビジョン」、これは案でございますが、３点につい

て、ご報告をいたします。 

 都市計画を初め、市政運営に当たりましては、委員の皆様方のご

指導やご支援をいただきながら、小平市都市計画マスタープランに

沿った街並みを形成し、いきいきとして充実した生活が送れる活力

のあるまちづくりを目指して、鋭意努力を続けてまいる所存でござ

います。何とぞよろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いします。 

会   長：  ありがとうございました。ここで大変恐縮でございますが、市長

は所用がございますので、退席をいたします。ご理解のほどをお願

い申し上げます。 

 （市長退席） 

会   長：  それでは、これより審議に入ります。 

「生産緑地地区の変更」に係るものでございますので、小平市都市

計画審議会条例第３条の規定に基づく臨時委員としまして、小平市

の農業経営に関する専門家として、東京むさし農業協同組合小平支

店金融共済課長の森杉委員に、ご出席をいただきます。 

 ここで臨時委員の入室をお願いいたします。 

 （臨時委員入室） 

会   長：  それでは早速ですが、入室されました臨時委員の森杉委員に、ご

挨拶をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 

委   員：  東京むさしの森杉と申します。よろしくお願いします。 

会   長：  それでは、２５諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」

の提案説明を事務局よりお願いいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

事 務 局：  まず初めに、資料の確認をさせていただきます。事前に配付いた

しました書類につきましては、資料１、Ａ４判の「小平都市計画生
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産緑地地区の変更（小平市決定）」、資料２、Ａ４判「新旧対照表」、

資料３、Ａ０判の１万分の１の地図で「小平都市計画生産緑地地区

（小平市決定）」の総括図、資料４、Ａ３判を折った２，５００分の

１の地図で、「小平都市計画生産緑地地区計画図（小平市決定）」、資

料５、Ａ４判の追加指定箇所の写真を印刷したもの、最後といたし

まして参考資料として、Ａ４判、「生産緑地の買取り制度について」

でございます。ここまでが諮問の資料となります。 

 皆様、不足はございませんでしょうか。 

 提案説明に入ります前に、まず簡単に生産緑地の制度と本諮問案

件に係ります資料の見方につきまして、ご説明させていただきます。 

 生産緑地は、都市計画法及び生産緑地法に基づき、三大都市圏の

特定市の市街化区域内農地において指定されております。生産緑地

法は、都市の緑とオープンスペースの確保による公害、災害等の防

止と生活環境の悪化防止、公共施設等の予定地の確保等を図るため、

昭和４９年に制定されました。 

 その後、農地の宅地並み課税と平成３年の生産緑地法の改正に伴

い、農業を継続するご意思のある方は生産緑地の指定を受け、市内

のほとんどの生産緑地地区が改正後の新法に基づく平成４年の指定

となってございます。ちなみに、旧法による地区は８地区となって

ございます。生産緑地に指定されますと開発行為等は制限され、原

則として３０年間営農を行うこととなっております。 

 参考資料の「生産緑地の買取り制度について」の裏面の生産緑地

地区買取り申出手続等の流れの図の左側をご参照ください。 

 生産緑地の所有者の買取りの申出は、①の都市計画の指定の日か

ら３０年を経過したとき、②の農業の主たる従事者が死亡したとき、

もしくは農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときに

市に対しまして、時価による買取りの申出ができます。買取り申出

から１か月以内に市が買取る旨、買取らない旨を通知し、買取らな

い場合は農業希望者にあっせんをいたします。買取り申出から３か

月であっせん不調の場合は、開発行為等の行為制限が解除されます。 

 市は買取り、またはそのあっせんに努めるものとなってございま

すが、昨今の財政事情の理由から所有者の土地の利活用などから買

取ることができないことが現状でございます。 

 なお、今回の生産緑地に係る都市計画の変更は、諸手続などから

便宜上１年に１回行っている関係から、平成２４年１月から平成 

２４年１２月までに買取り申出の手続が行われた地区でございま

す。その関係から、既に開発行為等が行われている箇所がございま

す。 
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 また、通常の買取り申出のほか、都市計画事業や開発行為に伴い、

都や市の道路になるなど、公共施設に転換される場合には生産緑地

の解除ができることとされております。 

 生産緑地の追加指定につきましては、既に農業を営んでいること

や面積などを要件といたしまして、１年に１度、生産緑地の解除に

係る都市計画決定にあわせて募集を行ってございます。 

 生産緑地は農業後継者が不足していることなどがございまして

年々減少しておりますが、良好な都市環境の形成のために、生産緑

地の確保は重要な課題となっております。 

 続きまして、資料の図の見方をご説明いたします。 

 資料４、Ａ３判を折った２，５００分の１の地図「小平都市計画

生産緑地地区計画図（小平市決定）」をごらんください。 

 右上のところに、小平市１／１７と書かれてございますが、図面

の番号となってございます。また、地図の中に太い字で数字が明記

されておりますが、生産緑地の地区ごとにつけられている地区番号

でございます。凡例でございますが、縦じまの線の箇所が既存の生

産緑地でございます。黒で塗り潰してございますのが今回解除に伴

い削除する箇所、横じまで緑色に塗ってございますのが追加する箇

所でございます。 

 また、市内全域での生産緑地の地区は、資料３「小平市都市計画

生産緑地地区総括図」に落としてございます。主な凡例につきまし

ては同様となってございます。 

 件数も多く、時間の関係もございますので、図面ではそれぞれの

変更を行う理由ごとに代表の箇所をお示しし、後ほどご質問等がご

ざいましたら補足の説明をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、２５諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」

について、ご説明いたします。 

 初めに、解除に伴う削除についてご説明いたします。資料１「小

平都市計画生産緑地地区の変更」の第２「削除のみを行う位置及び

区域」をごらんください。 

 資料４の図面では、黒塗りの部分となります。地区の全部を削除

するものが６地区、一部を削除するものが２２地区、計２８区でご

ざいます。そのうち、２４地区は買取り申出があったことによるも

の、残り４地区は公共施設等の設置によるものでございます。買取

り申出２４地区は、農業の主たる従事者の死亡によるものが２５件

で１９地区、故障によるものが３件で３地区、故障と死亡があった

ものが１地区、旧指定で１０年を経過したものが１地区でございま
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す。 

 各事例にあわせまして、１事例を代表として図面でご説明いたし

ます。 

 まず、農業の主たる従事者の死亡を原因とした買取り申出によっ

て全部削除される地区をご説明いたします。資料４の２ページ目、

図面番号「２／１７」をごらんください。図面左、小平市立第十二

小の北側、地区番号４０番、面積４，４４０平米でございます。 

 次に、農業の主たる従事者の故障の原因による買取り申出によっ

て地区の一部が削除される地区をご説明いたします。図面番号「６

／１７」をごらんください。図面中央、障害者福祉センター南側、

地区番号１３２番、黒で塗り潰した１カ所の面積２６０平米でござ

います。 

 続きまして、追加指定箇所をご説明いたします。 

 資料１に戻りまして、２ページ目の第３「追加のみを行う位置及

び区域」をごらんください。追加指定は２件でございます。 

 １件目が資料４の図面の１ページ目、図面番号「１／１７」、図面

中央、青梅街道南側、横じまで緑色に塗ってございます地区番号２

２番、面積が３３０平米でございます。こちらにつきましては、既

存の生産緑地と連坦することによる新たな指定でございまして、資

料５の１枚目の写真が当該地でございます。 

 ２件目が図面番号「１１／１７」、図面左下、都営学園東町アパー

ト北側、横じまで緑色に塗ってございます地区番号４７６番、面積

が７６０平米でございます。こちらは既存の生産緑地とは連坦して

おらず、単独での新たな指定でございまして、資料５の２枚目、３

枚目の写真が当該地となります。 

 以上が追加指定の案件でございます。 

 次に、生産緑地地区の変更後の面積でございますが、資料２「新

旧対照表」をごらんください。下段に記載しております計の欄をご

らんください。平成２４年１２月に告示しております変更前の生産

緑地地区数３８４地区、面積約１８８万８，４００平米に対しまし

て、削除と精査により３７９地区、１８３万３，４７０平米、約１

８３．３４ヘクタールとなってございます。 

 以上が、２５諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」に

係る提案説明でございます。 

 なお、本案につきましては、都市計画法の規定により、平成２５

年１０月２９日付で東京都知事との協議を行い、１１月２２日から

１２月６日まで２週間縦覧をいたしましたが、特にご意見はござい

ませんでした。 
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 今後につきましては、本都市計画審議会の諮問を経まして、都市

計画決定していきたいと考えてございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたし

ます。 

会   長：  ご苦労さまでした。提案説明が終了いたしました。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

 虻川委員。 

委   員：  それでは、基本的な事項の確認を含めて、幾つかお尋ねをいたし

ます。 

 まず、買取りの申出につきましてですが、これは生産緑地の一部

も可能だということで、一部分だけ買取りされていくということが

あるようですけれども、これは面積ですとか、その他の要件という

ものがあるのかを、まずはお尋ねいたします。 

 それから、資料の中に追加のみを行う場合の理由として、適正に

管理されている農地等を指定するというふうに書かれてありまし

て、この農地等というのは「等」の中にどういったものが農地のほ

かに含まれるのか。これが二つ目。 

 それから、№３４に見られるような精査増とありますけれども、

これはなぜ精査をした場合こういうふうに増えるということが起こ

るのか、そんなに雑な測量をしているのかというあたりですね。 

 №４７６に関しましては新規というふうになっておりまして、こ

の新規というのは、具体的にはどういった内容かというあたりをお

尋ねいたします。 

 以上です。 

会   長：  ４点の質問があったかと思います。お答えをお願いします。 

事 務 局：  買取りにつきまして、一部でも買い取る場合に面積の基準はある

のかということでございますが、特に規定はございません。 

事 務 局： 

 

 

 

 

 

事 務 局： 

 農地等につきましては、私の方からお答えいたします。こちらに

つきましては、生産緑地法の第２条のところに用語の定義というこ

とで「農地等」ということで記載されておりまして、読み上げます

と、現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林

業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼、

池、沼でございますね、を言うと規定されております。 

 ３点目の精査につきましてでございますが、平成４年に指定され

ましたとき、公簿上の地積で生産緑地を指定しているところがござ

います。実際に農地というのは、かなり縄伸び、縄縮みというのが、

測量の昔の墨のような公図の段階から公簿が移っておりますので、

その関係もありまして、実際にその開発ですとか、あるいは相続が
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起こったときに今の測量技術で測量いたしますと、かなりの誤差が

出てくるのが実態でございます。その関係もありまして、その部分

は精査という形で増減することが都市計画法の中でも規定されてい

ることでございます。 

 以上でございます。 

会   長：  もう一点、新規。 

事 務 局：  では、もう一点は私の方から。新規ということの意味でございま

すけれども、今お手元の資料４をごらんいただきますと、真ん中の

あたりに縦じまと黒の塗り潰しと緑で、全体で２２番という番号を

つけさせていただいております。こちらにつきましては、所有者と

かそういったことは関係なく、一つの範囲としての２２という番号

を示してございますので、今回の追加指定のこの緑のところにつき

ましては、従前から２２番のものに２２がくっつくということで、

今回は新規ではなく追加というような形での取り扱いで、ここの新

規というものは周りに農地がございませんでしたので、新規で新し

く番号を４７６番を付したということでございます。 

 以上でございます。 

会   長：  虻川委員。 

委   員：  ありがとうございます。 

 それでは、№２２につきまして、先ほども若干ご説明ありました

が、削除して追加という内容になっているかと思います。これは具

体的にどういった状況があってそういうふうになったのかというの

をご説明いただきたいのと。 

 それから指定する前段で、指定に当たってどのような手順という

か、要件といいましょうか、そういったものが必要であるのかとい

うあたりをお伺いしておきたいんですけれども。 

 それから、もう一個が、今年度中に失効する区域というのが結構

な数あるようでありますけれども、今年度中に失効という、この土

地というのはどのような状況になっていくのかということですね。

格子状のマークの部分ですけれども、今年度中に失効する区域とい

うのは結構な箇所、資料の中にもあるかというふうに思いますが、

その状況というのは失効してしまうというのか、あるいはその失効

の前に何かしらの交渉なりがあるのか、おわかりになりましたら示

していただければと思います。 

 以上です。 

会   長：  ３点ですね。 

 それでは、ご答弁をお願いいたします。 

事 務 局：  それでは、私の方から１点目の削除と追加ということでのご質問
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にお答えいたしたいと思います。 

 ２２番につきましては、ごらんのとおり、黒塗りの部分と緑の部

分がございまして、こちらはそれぞれ所有者は別々の方でございま

す。それぞれ別々のご事情で、２２番の区域の中で買取り申出を出

された方がいらしたのと追加があったということで、２２番の中と

して捉えますと、削除及び追加の現象が起きたというような意味で

ございます。 

 以上でございます。 

事 務 局：  ２点目の追加指定の手順ということでよろしいでしょうか。 

委   員：  はい。 

事 務 局：  こちらは例年９月から１０月の下旬につきまして、追加の指定の

募集を行ってございます。市報にも掲載しておりまして、実際に市

の指定基準に基づきまして、生産緑地として適切な農地か市役所の

内部の関係部署と協議検討を行いながら決めていく形になってござ

います。最終的には農業地権者の意思確認、要は営農をしていただ

かなければいけませんので、その辺の確認をした中で追加指定を行

っていくというような形の手続になってございます。 

 以上でございます。 

会   長：  担当課長補佐。 

事 務 局：  それでは、３点目の今年度中に失効する区域ということでござい

ますけれども、こちらにつきましては旧第１種の生産緑地のものが

ございまして、それにつきましては旧法のものでございます。今回

も１８７番が旧法のものでございますけれども、こちらにつきまし

ては現法では３０年でございますけれども、旧法では１０年で買取

り申出ができるというような意味でございまして、この失効する区

域という形の取り扱いになってございます。 

 以上でございます。 

委   員：  １個だけ確認です。 

会   長：  確認の意味で、虻川委員。 

委   員：  旧法で１０年で、新法だと３０年となっていまして、旧法、わず

かになっていたものが改めて新法の扱いに置きかえていくという意

味合いなんでしょうか。その辺はいかがでしょうか。 

会   長：  担当課長補佐。 

事 務 局：  所有者のご意向次第で新法に乗りかえることも可能でございまし

たけれども、ただいま市内に８地区ございます旧第１種につきまし

ては、所有者のご意向に沿って、そのまま１種のままになっている

ということでございます。 

 以上でございます。 
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委   員：  はい、ありがとうございました。 

会   長：  ほかにございますでしょうか。 

 岩本委員。 

委   員：  今回指定の取り消しで、削除面積が５万７，７８０平米というこ

とで、また大きな面積が生産緑地が減ってしまうんだなというのを

数字を見て改めて実感しているんですけれども、ここ近年の削除面

積というのはどのぐらいなのかというのをわかる範囲で結構なの

で、３年ぐらい教えていただければと思います。 

 それから、今回２４地区で買取り請求が出たということなんです

が、これは買取りするかしないかというのはどこでどのように決定

するのかということと。 

 それと、あと、多分小平だけではなく都内の中で同じような状況

があると思うんですけれども、都市農業の課題とも言えることだと

思うんですけれども、それは例えば広域での自治体で連携をして、

この生産緑地を減らさないための方策とかそういったものが何か考

えられているのかどうか、国への働きかけなどしているのかどうか、

そういったことも含めて教えていただければと思います。 

 以上です。 

会   長：  ３点について、ご答弁をお願いいたします。 

 担当課長補佐。 

事 務 局：  近年の削除面積につきまして、お答えをいたします。昨年の都市

計画決定、審議会の中で決定されたものの削除面積ですけれども平

成２２年度から、２２、２３、２４と申し上げます。 

 平成２２年度の削除面積が、単位はヘクタールでございますけれ

ども、１．５４ヘクタールでございます。平成２３年度の削除面積

が４．３９ヘクタールでございます。それから２４年度、３．１２

ヘクタールでございました。 

 それと、２番目の買取り申出が出された場合の決定、市の中でど

ういうふうに意思決定がされていくのかということでございますけ

れども、まず、まちづくり課が窓口になっておりまして、まちづく

り課に買取り申出書が提出されます。それを受けまして、公共施設

を必要としている関連課に、このような生産緑地の買取り申出が出

ておりますよということで情報を流します。その中で、それぞれの

課で必要に応じて、必要ないであるとか、ぜひ欲しいというような

形で調査をいたします。その中で、最終的には財政的な裏づけとい

うものが必要になってくるんですけれども、そういったものが整え

ば買取り通知の方を出す、もし整わないということになれば買取ら

ない通知の方を出すというような形で、買取りの事務の方は取り扱



 11 

っているところでございます。 

 １番目と２番目は以上でございます。 

会   長：  方策について。 

事 務 局：  方策でございますが、広域的な観点で実際に何かをしていくとい

うことはなかなか、法律で動いておりますので、難しいところでご

ざいます。しかしながら、市長会を通し都を経由いたしまして財務

省、あるいは国土交通省の方に要望を上げてございます。 

 要望の内容でございますが、生産緑地法に基づく買取りの申出の

対応ができるように何らかの財政措置を充実してほしいというこ

と、それと相続税に関しまして、相続税猶予額に対する利子税につ

いて免除をお願いいたしたいというような形で要望を上げていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

会   長：  岩本委員。 

委   員：  ありがとうございます。２２、２３、２４というふうに教えてい

ただきましたが、この年度はちょっと多いのかなというふうに思い

ます。 

 それで、やはり農業従事者の方も高齢化して、多分相続の場合に

こういった状況があると思うんですけれども、今後の傾向として、

やはりこれはふえていくような状況にあるのか、何とか先ほどのご

説明にもありましたけど、農地は小平の貴重な緑でもあり、災害時

にも必要なものだという位置づけが農村基本法の方でもたしか位置

づけられたと思って、農地ではなく生産緑地なわけですけれども、

これをここで出されて承認して減っていくというのをただ見ていく

のは、何か市民の一人として寂しい限りだし、何とかしたいという

思いがあってね。ただ、なかなか法制上難しいんですが、何とかそ

れを市として積極的にやるような方策は考えているのかどうかとい

うのを伺いたいと思います。 

 あと、買取りについては、やはり財政上難しいということなんで

すけれども、今のお話ですと、各課に情報を流して買えるか買えな

いかとか、何か建設に使うか使わないかということだと思うんです

けれども、そうではなくて緑として保全をしていくというような市

の方針として、課単位ではなく、考えるようなことはされているの

かどうかというのを伺えればと思います。２点です。 

会   長：  まちづくり課長。 

事 務 局：  農地を残す手だてをというお話だと思います。市にとりましても

生産緑地、緑として重要なという認識はしているところでございま

す。しかしながら、高齢者がかなり増えているということで、この
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まま生産緑地がなくなってしまうのではないかというお話でござい

ますが、高齢者が確かに増えているんですが、現実問題として、高

齢者が増えるというよりも後継者がいないということがかなり重要

な問題になっているのではないかと認識しているところでございま

す。 

 農業委員会、あるいは関連各課と調整をとりながら、できる限り

農業後継者を育てていきたいとは思っておりますが、なかなか現実

問題として、サラリーマンになっている方が相続時に農業従事者に

なるということの一大決心がどうしても要りますので、その辺が難

しいというのが現実でございます。ですから、できる限り残したい

とは思っているんですが、現実的には難しいというのが現状でござ

います。 

 以上でございます。 

副 市 長：  あと２点目の緑地の関係は、私の方から若干説明させていただき

ます。 

 先ほど各課というふうにご説明申し上げましたけれども、各課の

中に水と緑と公園課というところが入っていまして、その緑地全般

については、そこが一応所管するような形になっています。公園と

いう形ではなくて緑地という形態も含めて、将来、市としてどのく

らいの量を保全しなければいけないんだというようなことも今検討

はさせているところでございますけれども、現状では具体的にこの

地区のこういったところが欲しいんだということまで至っておりま

せんので、現在では都市計画上、既に指定されているような緑地で

すとかそういったものを主体に買取るような形になっている状況で

ございます。 

 早々に緑地として保全すべき地区として、ある程度満足している

場所、足りない場所というのがありますから、そういったところが

現在は生産緑地という形で何とか保全できているところが、こうい

った形で仮に削除という形になりますと、絶対量が不足してまいり

ますので、そこはちょっと考えようというふうな話をしております。 

 以上でございます。 

会   長：  ほかに。 

委   員：  説明ありがとうございました。最初に、主たる農業従事者の死亡

と故障と後継者の件数を聞いたんですけど、もう一回件数と面積ま

でわかったら教えていただけますか。 

 それと、これが第一問で、もう一点、生産緑地法の第１０条の買

取り申出があった場合には買取らなければならないといったその条

文について、特段の事情がない限りだから財政面も特段の事情とい
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うことで言われておしまいになるのですけど、その場合についてど

のようにその状況を受けとめているかというのをお聞きしたいと思

います。その２点お願いします。 

会   長：  担当課長。 

事 務 局：  それでは、今回死亡と故障と全てひっくるめてという、集計でし

か手元に資料がないものですから、そちらでよろしければ。 

委   員：  いいですよ。 

事 務 局：  今年度でございますね。 

委   員：  ２４年度ね。１月１日から１２月３１日まで。 

事 務 局：  ２４年度でございますね。失礼しました。２４年の買取り申出の

面積でございますけれども、５万５，１０２平方メートルでござい

ます。 

 以上でございます。 

委   員：  公共施設は。 

事 務 局：  公共施設の面積といたしましては……。 

委   員：  ４件あったよね。 

事 務 局：  はい。今集計いたしますのでお待ちください。 

会   長：  じゃあ、２点目の。 

事 務 局：  ２点目の特段の事情についてでございます。特段の事情について

は、先ほど委員がおっしゃられました財政事情が主な部分だとは思

いますが、あとはその解除される農地の場所、あるいはその利用に

よって市にとっては農地として利用していくというのはなかなか難

しいところがございますので、その辺の事情があるのではないかと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

会   長：  小野委員。 

委   員：  それで、これは生産緑地だけで５万６，０００平方メートルです

か、減っているわけですよね。これ以外にも宅地化すべき農地が減

っているわけで、平成４年には３１４ヘクタールあって、２４年１

月に２０４．４ヘクタールしかなくなっているわけですね。１１０

ヘクタール。１００とすると、ちょうど１５年ですから生産緑地は

約５５ヘクタール減ってきて、宅地化すべき農地も５４ヘクタール

で、ちょうど同じぐらい。１００ヘクタールということは、小平市

の面積の５％減っているわけですよね、１５年間で。 

 そういうことを捉えると、先ほど農地を維持していくために農業

経営について云々の話がありましたけれども、要は私はこれは相続

で相続税を支払うために処分しているわけですから、そうすると、

もう全部宅地化されていって、良好な緑地空間としての農地が残っ



 14 

ていかないわけですよね。 

 ですから、さっき生産緑地法１０条のお話をしたのは、農地とし

て残るような都市計画も全体の中でしていかなければ、これからは

いけないんじゃないかと思うんですよね。そのために農業構造の中

に農業経営者を、後継者を育成するということではなくて農地をど

のように、例えば市が買取って農地として維持していくとか、それ

はそれこそ財政的な面もあるでしょうけど、そういう政策というか、

施策をこれから考えていかないのかということをちょっとお伺いし

たいと思うんですけど。 

会   長：  山下副市長。 

副 市 長：  農地を農地として市がというのは、現行の農地法上、市が農地を

持つことは基本的にできませんので、農地を耕作する方を探す、そ

ういった観点から農業委員会と今後の農地政策のあり方については

別途考えていく必要があるのではないかというふうな気はしており

ます。やはり相続で、先ほど申しましたように耕作する人間がいな

いというこの現実は、やはり農家の方の方も含めてしていかなけれ

ばなりませんので。 

 これはよく市議会でも出ますけれども、昔の逆線引きみたいなも

ので農地を保全したらいいんじゃないかというような話が出てまい

りますと、これは逆に農家の方の財産権をどのようにというような

観点もありますので、これはなかなか難しいところがあると。やは

りそういったところを調整しながらやっていくと、私ども一介の公

務員だけの世界ではケリがつかないのかなというふうには考えてお

ります。 

 以上でございます。 

会   長：  担当課長補佐。 

事 務 局：  それでは公共施設の面積ということで、大変失礼いたしました。

今回公共施設といたしまして、所有者なり事業者の方から公共施設

を設置したいということの理由で設置した箇所が４カ所ございまし

て、そちらの面積の合計が３，１４０平方メートルでございます。 

 そのほかに、こちらの資料１の番号でいきますと３９番、４６番、

４７番、こちらにつきましては公共施設にはなっているんですけれ

ども、３９番につきましては小平第十二小学校の給食室用地の移転

先として買取り申出に応じたものでございます。それから４６番と

４７番につきましては、こちらの区画整理地内の生産緑地でござい

まして、先だって換地されたということで、ここで手続をしている

ものでございます。そちらの合計が１万５，８２０平方メートル。

それで、先の数字と足し込みますと、トータルで１万８，９６０平
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方メートルは今年度公共施設になったものでございます。 

 以上でございます。 

会   長：  小野委員。 

委   員：  ありがとうございます。じゃあ最後に、もう今年も上水南町のと

ころが１件で１万２，７５５平米で約３，８４０坪、住宅がもう建

つような段取りになっちゃっているわけですよね。これからもこの

ペースで行くと、もうどんどん農地が失われていってしまうので、

都市計画の中で農業を、先ほど言った後継者を育てていくというこ

とも大事ですけれども、やはり農地を環境保全とか良好な緑地空間

としていかに残していくかというビジョンを持たなければいけない

んじゃないかと思いますので、その辺はよろしくお願いして終わり

ます。 

会   長：  良好な緑地を残すということでの要望ですよね。 

委   員：  はい。 

会   長：  ほかにございませんでしょうか。 

 髙橋副会長。 

副 会 長：  私の立場としても、平成２４年１月１日から１２月３１日までで

昔の言い方をすると５町８反、小学校３校強の農地が農地じゃなく

なっているというこういう現状で、非常に農業委員会として法令業

務の中で心を痛めている一人でございます。こういう環境の中で、

市民、都民、あるいは国民の中から都市農地は保全してくれという

声が非常に大きくなっているわけです。 

 しかしながら、現状としては今年国交省の都市農地についての、

あれは審議会ですかね、それの中間取りまとめが出ました。農林省

からも出ました。いろいろな農業者、役人さん、それから市民団体、

それから大学の先生等のメンバーで、それを協議した中間取りまと

めが出ましたけれども、今になって現状はこうなんですけど、答申

というか、それがやっとこさ都市の中に農地があってもいいですよ

ねというところのというか、共通認識ができたという段階ですよ。

その中で、我々はこういう現状を見て、納税用地の法令、決まりを

もっと弾力的に運用していかないと、今岩本さんを初め、小野さん、

皆さんが言われるとおり、もう加速度的に農地というのは私はなく

なっていくんじゃないかと。一回なくなったものは戻らないわけで

すから、農地というのは。絶対に戻らないわけですから、これを求

めているわけですけれども。 

 農林省も国交省も、そういうわけでやっと平成４年の生産緑地法

は、農業経営というのはほとんど眼中にないわけですよね。そうい

うことで、今農業団体、あるいは農業委員会の上部団体であります
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農業会議、あるいは農協関係の都市農政推進協議会等が中心になっ

て都市農業基本法の制定を数年前からお願いしておりまして、今た

たき台ができて、来年度には恐らく執行される、あるいは国会に提

出されるだろうと思います。 

 それと、もう一つ、都市農地振興法の法整備をしていただきたい

ということで、今議員立法として出してもらうということで調整を

している段階、まさに法律が全く後追いなんですよね。先ほど委員

の皆さんが申されたとおりの現状でありまして、私の立場としては

イライラしているというか、じだんだ踏んでいる状態でありまして、

その中間取りまとめなんかでも国民のコンセンサスが必要だという

ことは農林省、国交省の両方とも中間取りまとめでも、そこのとこ

ろが出てくるんですよね。ということは、小平市だって、これで市

民の理解が必要ですよということです。 

 特に農地の税制の優遇税制ということに関しては、かなり省庁で

も敏感になっておりまして、非常に厳しい部分があります。農業者

としても税のおいしいところ取りみたいな部分というのは、これか

らはもう市民に認められないだろうという視点は私も持っておりま

して、本当に一生懸命やる農家がそういう部分の農地が残るような

税の整備というのは、私たちも求めているというのが現状でござい

ます。 

 以上でございます。 

会   長：  農業委員会の会長という立場で、今の委員の考え方、また今の現

状についての関係の報告がございました。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 （なしの声） 

会   長：  ないようでございますので、ここで議決をいたしたいと思います。 

 ２５諮問第１号「小平都市計画生産緑地地区の変更」につきまし

て、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 （異議なしの声） 

会   長：  ご異議なしということでございますので、そのように決定をさせ

ていただきます。 

 ここで生産緑地に係る審議が終わりましたので、臨時委員の森杉

委員はご退席をお願いをいたします。 

 また、本日農業者の表彰式があるようでございまして、所用とし

て髙橋委員と猪熊委員が途中退席の申し出がございますので、退席

を許可いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも

ありがとうございました。 

 （森杉委員・髙橋委員・猪熊委員退席） 
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会   長：  それでは続いて、これより報告事項が３件ございます。担当課よ

り報告後、質問の時間をとりたいと思います。 

 最初に、「小平市風致地区条例の策定について」、担当課より報告

をお願いいたします。よろしくお願いします。 

まちづくり 

課長： 

 それでは、小平市風致地区条例につきまして、ご説明いたします。

資料につきましては、資料６－①と資料６－②になります。 

 まず風致地区とは、良好な自然的景観を維持するため、都市計画

法により都市計画で定められた地区でございます。風致地区内では、

都市の風致を維持するために一定の行為を行う場合にあらかじめ許

可が必要となり、それを定めるのが本条例となります。 

 資料に沿ってご説明いたします。資料６－①をごらんください。

条例制定の経緯でございますが、地域の実勢及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴いまして、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に

関する基準を定める政令が改正され、１０ヘクタール以上の風致地

区にかかわります条例の制定権限が都道府県知事から市長に移譲さ

れましたことから、市において条例を制定することとなったもので

ございます。 

 風致地区条例の目的でございますが、この条例は都市計画法第 

５８条第１項の規定に基づきまして、風致地区内における建築物の

建築、宅地の造成、木材の伐採その他の行為について必要な規制を

行い、都市における自然的な環境、景観を維持することを目的とい

たしまして、建築等の規制に関する必要な基準を定めるものでござ

います。 

 風致地区条例の内容でございますが、資料６－②、風致地区指定

位置図をごらんください。小平市内には風致地区が、東京道、青梅

街道、鈴木道、玉川上水の４カ所ございますが、そのうち２以上の

市の区域にわたります、図では線で囲んでございます東京道風致地

区及び玉川上水の一部につきましては、市によって制限する内容に

差が生じるおそれがあることから条例の制定権限が移譲されず、現

在の東京都風致地区条例の内容が適用されます。このため、小平市

では都条例と市条例が併存することとなるため、東京都風致地区条

例に準拠した内容となってございます。 

 資料６－①にお戻りください。主な条例の内容でございますが、

四つございます。一つ目が許可を要する行為で、都市の風致を維持

するため風致地区内においての建築物等の建築、宅地の造成等、建

築物等の色彩の変更、水面の埋立て、木材の伐採、土石類の採取、

屋外における土石、廃棄物の堆積などの行為は、あらかじめ市長の
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許可を受けなければならない許可を要する行為となります。 

 主な基準でございますが、建築物の建築について、建ぺい率が 

４０％以下、壁面後退距離が道路側が２メートル以上、道路側以外

が１．５メートル以上、最高の高さが１５メートル以下となります。 

 二つ目が調査のための立入り等で、市長は風致の維持に必要なた

め他人の土地に必要な限度において立ち入らせることができるこ

と。 

 三つ目が監督処分で、この条例の規定又はこれに基づく処分に違

反した者に許可の取り消し、変更、効力の停止、許可の条件の変更

その他違反を是正するため必要な措置をとること。 

 四つ目が罰則で、監督処分の市長の命令に違反した者は５０万円

の罰金、また許可を受けずに許可を要する行為を行った者や許可に

付した条件に違反した者は３０万円の罰金に処せられ、対象は行為

者のほか、法人又は従業員、代理人などの人に対しても科す内容と

なってございます。 

 本条例の施行予定日でございますが、平成２６年４月１日を予定

しておりまして、現在１２月議会に上程し、ご審議いただいている

ところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会   長：  報告は終わりました。ただいまの報告事項「小平市風致地区条例

の策定について」、何かご質疑がございましたらお受けいたします。

ご質問等あるでしょうか。 

 木村委員。 

委   員：  青梅街道などは、何か風致地区というイメージからちょっともう

かけ離れたような、私はそういう受けとめをしているんですけれど

も、これが適用されるのは新たに建築物をつくるとかそういう場合

であって、現状についてはどうなんでしょうか。 

会   長：  まちづくり課長。 

まちづくり 

課長： 

 新たにつくった場合、あるいは新たにつくらない場合に限りまし

ても、許可基準の中に該当していれば許可をしなければならないと

いう形になります。ですから、新築あるいは改修に伴いましても、

風致にふさわしくないというような場合は許可基準の対象になって

くる形になります。ですから、適合するか適合しないかを申請して

いただいて判断していく形になります。 

 以上でございます。 

会   長：  木村委員。 

委   員：  そうしましたら、この許可基準というのがありますよね。これに

合致していればどういう建物でもオーケーということになってしま
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うわけですか。 

 見ていると、やっぱり風致地区と言うにふさわしくないようなイ

メージの店舗とか、結構たくさんありますよね。そういうのを取り

締まるというか、是正勧告をするとかそういうことはできないんで

しょうか。この建ぺい率さえ守っていればとか、高さ制限さえ守っ

ていればもうそれでいいということなんでしょうか。その範囲の条

例かどうか。 

会   長：  まちづくり課長。 

まちづくり 

課長： 

 建築基準の中の制限というのは、先ほど言いました建ぺい率４０

ですとかそういった基準はございますが、そのほかに風致としてふ

さわしいかどうかというのは、その基準法ではなくて別の基準とい

いますか、風致地区にふさわしいものというような基準がございま

して、その基準に近隣の風景等を見ながら判断していくと。 

 風致というのは、こうだからという明確な基準が指定当初からな

いような、要は地権者の好意によって風致は維持されてきておりま

すので、その部分できつい制限をかけるということが当初から考え

られていなかったということがございます。そういった観点で５０

年たった今では、今現状がちょっと風致にはふさわしくないとおっ

しゃれる部分も出てきているのかなというふうに感じているところ

でございます。 

 以上でございます。 

会   長：  ほかにございませんか。 

 虻川委員。 

委   員：  １点だけお願いします。今現状で風致地区の罰則規定に抵触する

もの、あるいは抵触の可能性があるということで係争中のもの等は

ありますでしょうか。 

会   長：  まちづくり課長。 

まちづくり 

課長： 

 今現在、都条例で行っているということで、東京都で受け付けて

おりますが、現在引き継ぎを行っておりますが、違反等、あるいは

罰則等をかけたというお話は一切ございません。 

 以上でございます。 

会   長：  ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会   長：  ないようでございますので、それでは「小平市風致地区条例の策

定について」の質疑を終了いたします。 

 続きまして、報告事項２点目の「小平都市計画道路３・２・８号

府中所沢線の現状について」、担当課より報告をお願いいたします。 

 入れかえのため、少々お待ちください。 
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（首藤参事入室） 

会   長：  まちづくり課長より紹介がございますので、お願いいたします。 

事 務 局：  職員の紹介をさせていただきます。都市開発部参事、首藤でござ

います。よろしくお願いいたします。 

都市計画道路 

参事： 

 首藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

会   長：  それでは、続きまして、報告事項２点目の都市計画道路３・２・

８号線について、担当課より報告をお願いいたします。よろしくお

願いします。 

都市計画道路 

参事： 

 改めまして、都市計画道路担当参事の首藤でございます。よろし

くお願いいたします。１件報告事項がございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 報告資料につきましては、お手元の資料７「小平都市計画道路３・

２・８号府中所沢線の現状について」をごらんください。 

 このたびの報告は、本審議会において答申をいただきました小平

都市計画道路３・２・８号府中所沢線につきまして、本年７月３０

日付で東京都が事業認可を取得し事業に着手いたしましたので、現

在までの状況をご報告申し上げるものでございます。 

 初めに、１．経過でございます。東京都都市計画審議会の決定を

受けまして、昨年１２月１９日には東京都より道路幅員などの変更

に伴う都市計画変更の決定がなされております。続いて、本年１月

１１日、１２日の二日間、東京都北多摩北部建設事務所の主催によ

る事業概要及び測量説明会が地元の体育館で開催されました。その

後、７月３０日に国土交通省から都市計画事業の認可を取得し、現

在平成３１年度までの期間で事業に着手しているところでございま

す。 

 なお、事業の着手を受けまして、９月６日には用地説明会を開催

し、用地取得の対象となる方々に用地取得の進め方や補償の概要等

に関する説明を行っているところでございます。 

 次に、今ご説明いたしました用地説明会に関連いたしまして、用

地取得等の内容を説明いたします。 

 （１）土地売買代金についてでございます。事業に必要な土地に

ついては正常な取引価格で取得するとの説明がございました。この

価格は地価公示法に基づく公示価格、近隣の取引価格及び不動産鑑

定士による鑑定価格等を参考にして決定いたします。 

 （２）物件移転補償金についてでございます。土地の取得に伴っ

て、その土地に建物・工作物等が存する場合は、その土地以外の場

所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用を初めとし
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た通常生じる損失について、補償基準に基づき補償するとの説明が

ございました。 

 なお、補償項目は、建物移転補償、工作物移転補償、立木補償、

動産移転補償、仮住居補償、借家人に対する補償、営業補償、家賃

減収補償、移転雑費補償の９項目になります。 

 （３）として、今後の予定でございます。土地の取得に向けて、

９月末以降から権利者ごとに補償の算定を行うための建物等の物件

調査、本年度中に土地価格の評価を行い、その後、契約の協議を行

うとの説明がございました。 

 なお、用地の取得期間は、今後最大で５年を目途に進めてまいり

ます、との説明がございました。 

 （４）として、主な当日の質問や意見でございます。立ち退き後、

残地に同規模の家屋を再建した場合、建ぺい率などの特例措置はあ

るのか。本事業に反対であり、このまま進めていくことには納得で

きない。明日にでも契約をして移転したい。最短でいつごろ契約締

結が可能となるのか。事業が決定したことにより、通常よりも土地

の価格が安い評価になる等の影響はないのか。以上のような質問や

意見がございました。 

 なお、質問終了後、都用地担当職員による地権者等との個別相談

が実施され、多くの来場者が熱心に相談をされておりました。 

 私からの報告は以上でございます。 

会   長：  ありがとうございました。報告は終わりました。 

 ただいまの報告事項「小平都市計画道路３・２・８号府中所沢線

の現状について」、何かご質問がございましたらお受けいたします。 

 小野委員。 

委   員：  １点だけちょっと教えてください。 

 売買の土地の、この今の質問の中の一番下の方に載っているかと

思うんですけれども、今１０月に出た基準地価なんかがもう下げ止

まってきて、これから来年になるとまた公示価格が出てきて少し上

がってくるのかなというのがあるんですけど、この土地の評価の価

格というのは、これは例えば待っていると上がっていった、単価が

上がるとかそういうことはあるんですか。これはいつの時点で評価

をやるのでしょうか。多分おくれた人についてもどの辺の時点で。

わかったらでいいですけど。 

会   長：  どうぞ担当参事。 

都市計画道路 

参事： 

 土地の評価につきましては、基本的には事業認可の時点の日付を

基準として１年間固定をしながら評価を決めていくというのが一般

的な、こういった事業を行う場合の評価の考え方ですので、当然１
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年ごとに更新をしながら、いわゆる協議の前提となる評価というの

は決めていくということになると考えております。 

 以上でございます。 

会   長：  ほかにございませんか。 

 木村委員。 

委   員：  都による説明会から３カ月たっているわけですけれども、もし掴

んでいらっしゃいましたら現状どのようになっているのか。市民の

大きな財産にかかわることですので、市の方ではどのぐらい情報と

してつかんでいらっしゃるのかということと。 

 それから、市はそういうことについてどこまでかかわれるかとい

うか。多分市民の皆さんは、いろんな不安を抱えながら相談にも来

られると思うんですよね。そういった場合の市としてできることと

いうのはあるんでしょうか。 

会   長：  首藤参事。 

都市計画道路 

参事： 

 まず、用地説明会以降の現状でございますけれども、土地の収用

に当たっては個々それぞれ個別の事情というのもございますので、

そこまで踏み込んだ情報というのは得ていないところでございま

す。現時点では順調に、いわゆる補償の前提となる物件調査の方が

進んでいるというような情報はつかんでいるところでございます。 

 また２点目の市がどこまでかかわれるのかということでございま

すけれども、これは窓口に、今までもそうですけれども、お困りの

ことがございましたら私どもも話を聞いて、内容によっては私ども

からのアドバイス、ないしは東京都の方に話を引き継ぐ等の対応は

しているところでございます。 

 ただ、現時点で用地説明会以降、市の窓口の方には特段何か困っ

たというような相談はお見えになってはいないというのが現状でご

ざいます。 

 以上でございます。 

会   長：  木村委員。 

委   員：  順調に進んでいるという報告があったということなんですけれど

も、もう少し具体的な報告が私は市に対してあってもいいんじゃな

いかなというふうに思うんですが、今後もそういう形でしか……。

見ていれば測量に入られているのでわかるんですけれども、じゃあ

例えば何％ぐらい済みましたとか、用地買収についても何件済みま

したとか、そういう報告は受けることはできないんでしょうか。 

会   長：  担当参事。 

都市計画道路 

参事： 

 私どもも極力情報の収集には努めてまいりまして、機会を捉えま

してさまざまな場面で、お伝えできることがあれば、こういった事
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業の進捗はお伝えしてまいりたいというふうには考えております。 

会   長：  ほかにございませんか。 

 虻川委員。 

委   員：  １点だけ。物件移転の補償基準につきまして、その内容の根拠と

いうのはどういうものに基づいて整理されているのか。この本件の

ための根拠ということでつくったということなのか、一般的なそう

いった何か基準があるということなのか、その辺をお尋ねいたしま

す。 

会   長：  担当参事。 

都市計画道路 

参事： 

 補償でございますけれども、これは基準というのが定められてお

りまして、国の基準や東京都の基準ということになりますけれども、

今回は都の事業でございますので、東京都の方で持っている基準に

のっとって、これらの補償を算定していくということになりますけ

れども、実際の具体的な評価の結果ということになると、やはり個々

のお宅ごとに変わりますので、そこは実際に調査をした上で各地権

者ごとに案内をしていくということになります。 

 以上です。 

会   長：  虻川委員。 

委   員：  そうしますと一定の基準があって、それによって個別に交渉をす

るということで、それによって若干の微調整ということがあり得る

のか、あるいはその基準どおりにしか進まないという前提なのか、

その辺はおわかりになりますでしょうか。 

会   長：  担当参事。 

都市計画道路 

参事： 

 市役所の収用でも東京都の基準に準じて行うわけですけれども、

今ご質問のあったような基準以外に何らかの微調整、微調整という

幅がまたどれぐらいなのかというのはございますけれども、そうい

った基準以外の考え方やそういった評価の方の数字が上がったり下

がったりというのは、私は伺ったところはないところでございます。 

副 市 長：  すみません。なかなかこの補償の関係は非常に微妙なところがご

ざいまして、今、首藤の方で説明申し上げたのは、あくまで小平市

の方で取得する際の微調整が少しあるかなというような話を差し上

げたんだと思いますけれども、今回あくまでも東京都さんが移転補

償の算定と交渉をやってございますので、その辺は全く違うかもし

れませんので、よろしくお願いいたします。 

会   長：  ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会   長：  ないようでございますので、それでは「小平都市計画道路３・２・

８号府中所沢線の現状について」の質疑を終了いたします。 
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 続きまして、最後の報告事項になりますが、３件目の件に移りた

いと思います。 

 （首藤参事退室） 

会   長：  それでは続きまして、報告事項３件目の「小川駅前周辺地区まち

づくりビジョン（案）について」、担当課より報告をお願いいたしま

す。 

 なお、その前に職員の紹介がございますので、よろしくお願いい

たします。 

事 務 局：  職員の紹介をさせていただきます。都市開発部都市開発課長の村

田でございます。 

都市開発課長：  村田でございます。よろしくお願いします。 

事 務 局：  同じく都市開発課長補佐、 子でございます。 

都市開発課長

補佐： 

 子と申します。よろしくお願いします。 

会   長：  よろしくお願いします。 

 それでは、報告をお願いいたします。 

都市開発課長：  小川駅前周辺地区まちづくりビジョン（案）について、資料８－

１に沿って報告をさせていただきます。 

 初めに、１の策定の背景でございます。小川駅周辺の都市基盤整

備につきましては徐々に進展してきてはおりますが、駅前地区の都

市計画道路の整備の課題や地元住民による再開発事業の進展に伴う

課題のほか、既存道路の交通環境などの課題が存在しております。 

 一方、市の上位計画では、個々の課題に応える方針は十分には描

き切れていないことがございます。つきましては、上位計画では描

き切れていないまちづくりの方針を具現化していくため、市民意見

を取り入れた地域構想をまちづくりビジョンとしてまとめていくこ

とといたしました。 

 続きまして、２の策定の経過でございます。まちづくりビジョン

は２年をかけて策定をしており、初年度である昨年度は、まちづく

り懇談会等により地元の市民の皆様によってまちづくりビジョンの

素案を検討いただき、提案書として本年３月に完成いたしました。

今年度は作成された提案書を庁内検討委員会において検討し、１０

月末をもってまちづくりビジョン（案）として完成いたしましたの

で、現在パブリックコメントを実施しております。パブリックコメ

ントの実施期間は、１１月１９日火曜から１２月１８日水曜までの

１カ月でございます。 

 続きまして、３のまちづくりビジョンの素案となる提案書につい

てでございます。昨年度作成した市民からの提案書でございますが、
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まちづくりビジョンの目的、対象の範囲、地区の課題、今後のまち

づくりの実現に向けた目指すべき姿と方策、取組などにより構成さ

れております。 

 裏面をごらんいただきたいと存じます。ここには、目指すべき姿、

主な課題、また主な方策と取組について、概要を記載しております。 

 目指すべき姿では、小川の町の将来像。主な課題では、駅前の整

備や町の賑わいに課題があること。また、主な方策と取組では、幹

線道路づくりや駅前広場の整備のほか、賑わい拠点づくりなどが盛

り込まれております。 

 また、本提案書を受けまして、現在では小川駅西口周辺地域を重

点的な都市基盤が必要とされる地区として、本ビジョンの地区のう

ち一部の地区について、小平市民等提案型まちづくり条例に基づき、

小川西町四丁目推進地区まちづくり協議会を設置し、市民等の参加

と協働によるまちづくりを推進しているところでございます。 

 続きまして、４のまちづくりビジョン（案）についてでございま

す。恐れ入りますが、資料８－２をごらんください。 

 まちづくりビジョン（案）につきましては、今後Ａ４判８枚の見

開き、カラーのパンフレット形式で製本する予定でございますが、

今回は現在実施しておりますパブリックコメントと同様に白黒で、

Ａ３判も含めた形で提示させていただきました。 

 まずは、最初にＡ４判の表紙がございます。 

 続きまして２枚目、Ａ３判でございますが、１ページと２ページ

が掲載してございます。１ページ目には、小川駅前周辺地区の将来

像と課題がございます。将来像は、「地域の暮らしの中心となる住み

よい、行きよい、賑わいのあるまち小川」と表現させていただきま

した。また、将来像には、将来像を構成する三つのまちと、将来像

を実現するための六つのまちづくりの方針を挙げております。 

 次に、その下の課題でございます。こちらは１ページと２ページ

の下にまたがって書いておりまして、地区の課題が八つございます。

駅西口駅前広場の整備や二中通り、中宿通りの危険性、生活通路の

環境改善などでございます。 

 次に、２ページの上、３の「小川駅前周辺地区まちづくりビジョ

ンとは」です。ここには、ビジョンについてとビジョンの位置づけ、

また目標年次を対象範囲の図とともに書かせていただいておりま

す。右の対象範囲といたしましては、東側を府中街道、西側を富士

見通り、南側を都市計画道路３・４・１０号線、北側を中宿通りを

範囲とした約２５ヘクタールでございます。位置づけは都市計画マ

スタープランを補完するもので、目標年次は次期都市計画マスター
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プランの目標年次としております。 

 続きまして３枚目、こちらは３ページと４ページを掲載しており

ます。 

 ３ページ目をごらんください。４の「まちづくりの方針の実現」

でございます。ここでは、小川駅前周辺地区の将来像を踏まえ、ま

ちづくりの方針の実現に向けた具体的な取組方針を定めておりま

す。 

 そして、その下には、まちの将来ビジョンの図を載せております。

図の中には、幹線道路に囲まれた地区の中心として小川駅の西口と

東口の駅前広場のほか、再開発による施設建築物や東西自由通路、

都市計画道路３・４・１０号線、また土地利用の将来ビジョンを載

せております。 

 次に、その下の各まちづくりの方針は、先ほどの１枚目の１ペー

ジに掲載しております。六つのまちづくりの方針をタイトル順に３

ページから次の４枚目の６ページまでを掲載しておりまして、各ま

ちづくりの方針の上には、それぞれ丸で囲まれたキーワードを書い

ております。また、タイトルの下には、内容と取組方針が書いてお

ります。 

 それでは、まちづくりの方針を順番に説明させていただきます。 

 まず、まちづくりの方針の１番目「便利な駅近くで様々な活動が

できる「高度に集約したまち」をつくります」で、キーワードは「地

区全体のまちづくり」についてです。取組方針は、延焼遮断帯の形

成や周辺地域の不燃化の促進、地区計画の導入の検討、さらには駅

前を中心とした高度利用を図ることでございます。 

 続きまして、右の４ページをごらんください。２番目のまちづく

りの方針「地区の中心となる「小川駅前の再整備」を目指します」

で、キーワードは「東西の駅前広場」です。取組方針については四

つございまして、上段には駅東口の取組とイメージ図を、また下段

には駅西口のイメージ図と取組を書いております。取組方針は、駅

東口の駅前空間や東西自由通路の整備の検討、駅西口の再開発事業

との連携等でございます。 

 続いて、４枚目の５ページになります。３番目の方針となります。

「生活道路の通過交通を解消する「新たな幹線道路」の整備を早期

に進めます」で、キーワードは「都市計画道路３・４・１０号線」

です。取組方針は、都市計画道路３・４・１０号線整備の検討を早

期に進めていくことでございまして、イメージ写真とともに掲載し

ております。 

 次に、その下、４番目の方針は「まちで活動する人たちが「安全
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に東西を往来できる道路」を目指します」で、キーワードは「二中

通りと中宿通り」についてです。取組方針は、３・４・１０号線の

整備、開通に合わせて、二中通りや中宿通りを便利で安全なルート

として形成できるよう検討することでございます。 

 続いて、右の６ページ、５番目の方針です。「福祉のまちとして「誰

もが安全に移動できる歩行空間づくり」を目指します」で、キーワ

ードは「地区内の生活道路」です。取組方針は、面的整備手法の実

施検討のほか、バリアフリー化や高効率照明の設置による暗がりの

解消などでございまして、イメージ図とともに掲載しております。 

 次に、その下の６番目の方針です。「賑わいを周りの商店街につな

げる「人の流れを生み出すみち」の整備に取り組みます」で、キー

ワードは「地区全体の賑わい」です。取組方針は、人通りの多い道

路を中心に、歩行空間の確保やベンチの設置などの検討のほか、商

店街と連携した賑わいの創出に向けた取組などでございまして、こ

ちらもイメージ図とともに掲載しております。 

 最後に５枚目、Ａ４判でございまして、７ページとなります。こ

こでは、５の「まちづくりビジョンの策定経緯」と、６の「これか

らのまちづくりに向けて」を掲載しております。 

 続きまして、再度資料８－１をごらんください。５の今後の予定

でございます。現在実施中のパブリックコメントの整理等を行い、

来年の２月下旬ごろに、まちづくりビジョンとして完成、公表する

予定でございます。 

 以上で、まちづくりビジョン（案）についての報告を終わります。 

会   長： ありがとうございました。 

報告は終わりました。ただいまの報告事項「小川駅前周辺地区ま

ちづくりビジョン（案）について」、何かご質問がございましたらお

願いをいたします。 

小野委員。 

委   員： まず、この小川駅前周辺まちづくりビジョンと、今進めている提

案型まちづくりですか、その提案型まちづくりを進めていく上での

上位計画、上位ビジョンとなるのがこれという考えでいいのかどう

かということと。 

その中で、３・４・１０号線と二中通りの整備についてもビジョ

ンの中に入っているわけですけれども、１２月１０日に西武線の東

村山市の駅の駅舎と周辺の鉄道の高架化が、踏み切り５カ所ですか、

立体交差化になるということで認可されましたよね。国と都が認可

されて、２０２４年度完成を目指していると思うんですけれども、

そういう意味で、この二中通りと３・４・１０号線のアンダーパス
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を想定しているようですけれども、そういう部分を早期実施できる

ように進めていく姿勢というのは持たないんでしょうかという２

点。 

会   長： 担当課長。 

都市開発課長： 一つ目の今やっている小川西町四丁目の推進地区まちづくり協議

会のことですが、こちらは提案型まちづくり条例に基づいて地区を

選定しております。まちづくりビジョンが２５ヘクタールの区域で、

その中の８ヘクタールについて推進地区を指定して、さらに具体的

なまちづくりを進めていこうとしているところでございまして、上

位にはこのまちづくりビジョンがあるということの考えで間違いご

ざいません。 

二つ目の二中通りと３・４・１０号線の関係につきましては、こ

のビジョンの中では３・４・１０号線を早期に整備するということ

で、立体交差を早期計画に位置づけていこうということ考えており

まして、二中通りについては３・４・１０号線の整備が終わった段

階で、ある程度の交通量も踏まえた中で検討していくことになって

いくものと思われます。 

会   長： 小野委員。 

委   員： このまちづくりビジョンと離れちゃったら、ごめんなさい。だか

ら、今私が言ったのは、要は３・４・１０号線や二中通り一帯で西

武鉄道と協議して、あそこの、この中のまちづくりの中で進めてい

くことも必要なのではないかなという質問をしているんですけれど

も。 

会   長： 山下副市長。 

副 市 長： じゃあ、私の方から。この西武線の立体化、ご要望あることは存

じてございまして、私どもも立体化についてどこまで可能かという

ことは東京都とも話だけはしてございます。基本的には、この立体

化については立体化計画が渋滞箇所ということで、平成３７年度ま

での計画路線が決まっていると。そこについてが、まず第一義なん

だということですね。 

それから第二が、周辺の再開発等の進化によって立体化すること

が可能かどうかというのが、これが第２点目になります。ですから、

小川の場合には、この第１点目には該当しませんので、第２点目で

立体化が可能かどうかというのが交渉の鍵になるわけでございま

す。 

しかしながら、この西武鉄道の小川駅というのは、拝島線と国分

寺線が交差する箇所になりまして、非常に立体化するに当たって困

難箇所ということが西武鉄道の方からも伝えられております。要す
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るに交錯する分のスペースを取らなきゃいけないわけです。そうな

ると、非常にここを先に整備するのは困難だという形がございまし

て、やはりここは将来立体化されても支障がないような形で先行し

て整備するしかないというような結論に至ったわけでございます。 

したがいまして、３・４・１０号線は、基本的には片側１車線ず

つの２車線の都市計画道路でございますので、道路側が迂回すると

いったような形で、アンダーもしくは高架というのが基本的な考え

方で整備を進めていくということになった次第でございます。 

以上でございます。 

会   長： ほかに。 

虻川委員。 

委   員： 今のにちょっと関連しますが、そうしますと平成３７年までの渋

滞箇所というのは全体的にポイント・・交差地点ということで恐ら

く指定されているんだと思うんですけれども、これは国交省のいわ

ゆるオーバー、あるいはアンダーを前提とする検討位置というふう

に指定されているものがあるかと思いますけれども、ここの３・４・

１０号の場合は、これは指定されていないということでよろしいか

どうか、まずは確認ですね。 

会   長： 担当課長。 

都市開発課長： 指定はされていません。 

会   長： 虻川委員。 

委   員： そうしますと、次の交渉でという段階的にそういう地域のそうい

う声があり、それを具体的に計画ができるように進めていくという

ことでよいのかどうなのか、その辺ですね。 

ですから、例えば東村山、５カ所、６カ所上がりましたね。高架

化がされて進んだわけですけれども、あれは都市計画マスタープラ

ンでしたでしょうか、もうかなりの上位法の中にその位置づけをし

っかりして、上げるということをもう十数年検討してそこに至った

というふうに思いますけれども、小平市的にはそういう位置づけが

今現在はないんだというふうに見ているんですけれども、そういう

ものがなくして、こういったことが現実化できるのかどうなのかと

いうあたりをお尋ねいたします。 

会   長： 担当副市長。 

副 市 長： 東村山市の場合には、あくまで都道、３・２・８の延長の東村山

部分の連続立体化に合わせて、ほかの小平の市施工の都市計画道路

も含めて連続立体化で協議をしていった経緯がございます。小平の

場合には、現在小川東町の方の立体化のところに合わせて全面的な

立体化ができればよかったんでしょうけども、その当時ではまだほ
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かの部分の再開発関係がまだまとまっていないというようなことも

ございまして、見送った経緯があるというふうに伺ってございます。 

したがいまして、残る区間については、基本的には市が主体とな

って行うということになりますので、この辺は立体化そのものにつ

いては、連続立体以外については基本的には市施行でございますの

で、東京都の同意は必要でございますけれども、改めて全体的な東

京都全体の計画の中に位置づけるということは特には不要ではない

かなというふうに考えてございます。 

以上です。 

会   長： よろしいですか。 

木村委員。 

委   員： 今回示されたのは大変広い範囲のビジョンなんだと思いますけれ

ども、とはいえ核心部分はやはり駅周辺というか、駅前再開発かな

というふうに思うんですけれども。 

先ほど市の中のビジョンの序列についてはよくわかったんです

が、西口再開発組合というのがありますよね。私たち議員は、準備

組合ができました、組合ができました、こういうことが議論されて

いますというチラシをいただいて、参加している議員もいるんです

けれども、そのレベルですが、これとその準備組合との関連という

のはどのように捉えたらいいのか、お示しください。 

それから、もう一つは、やはりこれは駅舎の大改造が入ると思う

んですけれども、踏切だけではなくてね。その点について、西武鉄

道の関与はどういうふうになっているんでしょうか。例えば準備組

合の中に入っているとか、そういう関係が持たれているのかどうか、

一方的にこっちだけがやっていることなのか、その点を教えてくだ

さい。 

それから、６ページの一番下の「中宿商店街のイメージ」という

すばらしいイラストがあるんですけれども、こうなるよということ

なのかなと思うんですが、今は全然、はっきり言って大変残念な、

寂れた商店街になってしまっていますよね。その商店の方たちから

も、もうやっていけないというふうな、そういう声もたくさん聞か

れているような商店街なんですけれども、この図を見ますと、いわ

ゆる１００メートルビルというのが駅前にあって、これは多分マン

ションだけではなくて大型店も入らざるを得ないのかなという思い

がするんですけれども、それと、この中宿の商店街の関係はどうな

のかなという。私は、こういうふうに１００メートルのビルを建て

ることによって、このにぎわいはかえって蹴散らせてしまうような

ことになってしまうんじゃないかなということを危惧しています。 
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それから、景観上も駅前にこういう１００メートルのビルがそび

えたつということが本当にまちづくりとしていいものなのかどうか

という、はっきり意見を持っているわけではないですけれども、他

の駅を見ていて、そういう心配もあります。その点はどのようにお

考えなんでしょうか。 

会  長： いいですか。担当課長。 

都市開発課長： １点目の準備組合と、このビジョンの関係でございますが、この

ビジョンの中で再開発事業を間違いなく行うということの位置づけ

がされたということでございます。再開発の準備組合の役員もこの

ビジョンをつくっていく中でワークショップや懇談会の中の委員と

して入ってございますので、そういった意味では関係がかなり密な

関係で進んでいるということもございます。このビジョンにのっと

って、準備組合も進めていくという形になっております。 

２点目の西武鉄道の駅舎の関係でございますが、西武鉄道側のサ

イドとしては準備組合、これをつくる前段のワークショップや懇談

会にも特に入ってはございませんでした。作る過程で要請やお願い

はしたところですが、なかなか西武鉄道サイドとしては、やはり懇

談会、ワークショップの中に入っていくのはなかなか難しいという

ことです。また、鉄道そのものの議論になってしまうということで

なかなか入りにくいということです。ただ、情報提供は逐次させて

いただいているところでございまして、このビジョンの中でも自由

通路も含めて、あと、こういう形で位置づけさせていただいていま

すということの報告はさせていただいているところでございます。

ですから、駅舎をどうのこうのというところについては、この中で

は位置づけられてはいないということになります。 

あと三つ目の中宿商店街と、その関係でございますが、駅前の再

開発ビルをつくることによって、今のところ商業施設等も基本的に

入ってくる予定では検討しているんですが、それを準備組合の中で

もどうやって中宿通りにつなげていくかというのがやはりこの地区

の課題でして、何とか商店街の方に抜けるような形のルートを再開

発施設の中にもつくって、既存の商店街を通って中宿通りを通って

全体的な商店街の流れをつくりたいという準備組合の意向もござい

ますので、そういった中で今後検討をしていくことになるとは思い

ます。 

副 市 長： まだ準備組合にはなっていませんので、ご承知ください。 

会   長： よろしいですか。 

岩本委員。 

委   員： ありがとうございます。小川の町が大きく変わるというのが駅前
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のこのイメージ図を見てもわかると思うんですけれども、これはた

だ何階ができるみたいなところまでは、ここには言及されてはいま

せんが、これがパブコメが行われることで、これは市内市民の方全

体に共有されるイメージとして示されたのかなというふうに思うの

で、それに対する意見がどれほど来るかというのはちょっと定かで

はないんですが。 

それで、今の時点で、このビジョンをつくることと１００メート

ルほどの建物が建てられるようになるための、今現状の法律の中で

もそれはできることなのか、このビジョンをつくることでできるよ

うになるのか。 

あと都市計画審議会、この審議会との今後、このまちづくりビジ

ョンをつくった後の都市計画審議会との関係というか、今日は報告

していただいていますけれども、何かこの都市計画審議会で諮問さ

れるような状況が今後出てくるのかどうか、そのあたりの関係につ

いて伺いたいと思います。 

会   長： 担当課長。 

都市開発課長： １点目の、今の都市計画の規制の中では建物を建てるということ

はできます。ただ都市計画決定の前に東京都との調整で景観の絡み

がございまして、景観等の協議で小川町をある程度高層にしていく

などの位置づけというものが基本的には必要になってきますので、

そういった意味では、このビジョンが基本的には必要になってきま

す。 

あとは、今後の都市計画審議会との諮問答申の件でございますが、

こちらについては市街地再開発事業の決定が基本的には都市計画審

議会での諮問答申の案件になってございまして、それと、また再開

発事業に絡んで、さらに都市計画道路の変更だとか、あとは高度利

用地区の指定だとか、そういったものを今後都市計画審議会の方で

諮らせていただくということが出てきます。 

会   長： 岩本委員。 

委   員： ありがとうございます。その高度利用地区の決定というところで

は今ちょっとご説明があったんですけれども、高い建物は建てられ

るけど、周りとの関係もあってビジョンをつくらなければ実現をし

ないというところでは、どうしてもこのまちづくりはビジョンは必

要だということの理解でいいのかな。 

会   長： 担当課長。 

都市開発課長： 高度利用地区ではなく、市街地再開発事業の都市計画決定の事前

協議に景観等の協議が位置づけられておりまして、そこでやはりこ

ういうビジョン等の位置づけが必要になるというところでございま
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す。 

委   員： はい、わかりました。 

会   長： ほかにございませんか。 

 （なしの声） 

会   長： ないようでございますので、それでは「小川駅前周辺地区まちづ

くりビジョン（案）について」の質疑を終了いたします。どうもご

苦労さまでした。 

 （閉会の辞） 

会   長： どうもご苦労さまでございました。本日の議事は全て終了いたし

ました。以上をもちまして、第１回小平市都市計画審議会を終了い

たします。 

どうもありがとうございました。ご苦労さまでした。 

（閉会） 

 

 

 


